
Ｑ１.青色申告を行える人は？ 

不動産所得 地代、家賃などの所得 

事業所得 商店、工場、医師、農業などの事業から生ずる所得 

山林所得 ５年を超えて保有している山林の伐採や譲渡による所得 

 

   の所得のある人が対象になります。 

 

Ｑ２．青色申告を行うには？ 

   これまで、 白色申告をしていた人は、 

      青色申告を行う年の３月１５日までに 

 

   これから事業を行う人は 

      １月１５日以前に開業する人は、３月１５日までに 

      １月１５日以後に開業する人は、開業してから２ヶ月以内に 

     

青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出します。 

 

Ｑ３．青色申告を行うと、青色申告の特典は？ 

   青色申告の特典とは、青色申告の承認を受けている人には白色申告にない５０以上の特典が 

認められています。 

   例えば、次のような特典があります。 

 

   ａ．青色申告特別控除 

 

     青色申告をしている人は、青色申告特別控除額として所得金額から最高１０万円を差し引くことができます。また、青色申告者の 

うち不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営んでいる人（現金主義の適用を受けている人を除きます）で、正規の簿記の原則 



（一般的には複式簿記）に従って記録し、この帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付 

して期限内に提出した場合には、１０万円に代えて最高５５万円を差し引くことができます。（ｅ－Ｔａｘによる申告（電子申告） 

又は電子帳簿保存を行うと最高６５万円を差し引くことができます） 

なお、不動産所得については、不動産の貸付けが事業的規模でない場合には、１０万円の特別控除となります。 

 

   ｂ．青色事業専従者給与の必要経費算入 

      

白色申告の場合には、その事業に従事した配偶者は８６万円、その他の親族は５０万円を限度に事業専従者控除として、必要経費に 

算入することができますが、青色申告の場合には、事業主と生計を一にしてその事業に専ら従事している配偶者や１５歳以上の親族 

に給与を支払った場合に、仕事の内容や十字の程度などに照らしてふさわしい額であれば、全額を必要経費に算入することができま 

す。この特典の適用を受けようとする場合には、その年の３月１５日（その年の１月１６日以降、新たに事業を開始した場合は、 

その事業開始の日から２ヶ月以内）までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 

 

   ｃ．純損失の繰越しと繰戻し 

      

     事業所得などに損失が生じた場合には、翌年以降３年間に損失額を繰り越して控除することができます。また、前年も青色申告書を 

     提出している人は、損失額を前年の所得から控除することにより、既に納めている前年分の所得税の額を限度として還付を受ける 

ことができます。 

 

   ｄ．貸倒引当金（一括評価）の設定 

   

     年末の売掛金や貸付金のうち特定の部分を除外した金額に対し、５．５％（金融業は３．３％）の割合を乗じて計算した金額を必要 

経費に算入することができます。 

 

図（概要）で表すと、以下のように所得金額がぐんと少なくなり、節税ができます。 

 総収入金額（売上金額） 

青色申告 売上原価 その他の必要経費 青色事業専従者給与 その他の特典 青色申告特別控除 所 得 

白色申告 売上原価 その他の必要経費 事業専従者控除 所 得 

 


